
1110 安中市役所　☎027－382－1111 2026年1月1日号

令和7年分　医療費控除の明細書

2の合計

医療費の合計
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１　医療費通知に関する事項
　医療費通知（※）を添付する場合、
右記の（1）～（3）を記入します。
※医療保険者などが発行する医療
費の額などを通知する書類で、次
の6項目が記載されたものをいい
ます
（例：健康保険組合などが発行する
「医療費のお知らせ」）
　①被保険者などの氏名　②療養を受けた年月　③療養を受けた者　④療養を受けた病院・薬局などの名称
　⑤被保険者が支払った医療費の額　⑥保険者などの名称

2　医療費（上記1以外）の明細
「領収書1枚」ごとでなく、「医療を受けた人」・「病院・薬局など」ごとにまとめて記入することができます。

●申告前に下記の項目をチェックしてください。
□領収書の日付は、令和7年1月1日から令和7年12月31日の間ですか？
□生命保険・損害保険会社からの保険金や健康保険組合からの高額医療費は記入しましたか？
　※保険金などの補てん金は、その給付目的となった医療費を限度として差し引きます
□インフルエンザなどの予防接種や人間ドックなど健康診断にかかる費用は控除の対象となりませんが
除いてありますか？
●医療費控除額は、次の計算式を用いて算出します。

A 支払った医療費 ー ー ＝B 保険金などで補
   てんされる金額

総所得金額等の5％または
10万円のいずれか低い額 医療費控除額

（1）医療費通知に記
載された医療費の額

（2）（1）のうち令和7
年中に実際に支払っ
た医療費の額

（3）（2）のうち生命
保険や社会保険など
で補てんされる金額

（1）医療を受け
た人の氏名

（2）病院・薬局
などの支払先
の名称

（4）支払った医
療費の額

（5）（4）のうち生命
保険や社会保険など
で補てんされる金額

□診療・治療　□介護保険サービス
□医薬品購入　□その他の医療費
□診療・治療　□介護保険サービス
□医薬品購入　□その他の医療費
□診療・治療　□介護保険サービス
□医薬品購入　□その他の医療費
□診療・治療　□介護保険サービス
□医薬品購入　□その他の医療費
□診療・治療　□介護保険サービス
□医薬品購入　□その他の医療費
□診療・治療　□介護保険サービス
□医薬品購入　□その他の医療費
□診療・治療　□介護保険サービス
□医薬品購入　□その他の医療費
□診療・治療　□介護保険サービス
□医薬品購入　□その他の医療費
□診療・治療　□介護保険サービス
□医薬品購入　□その他の医療費
□診療・治療　□介護保険サービス
□医薬品購入　□その他の医療費

（3）医療費の区分

A B

氏名

住所

□本 ＝本庁舎　□松 ＝松井田庁舎　□谷 ＝谷津庁舎　□ク ＝碓氷川クリーンセンター　□ス ＝安中しんくみスポーツセンター

・確定申告・市県民税申告が必要がどうかを判定するフローチャートです。
　右の二次元コードをスマートフォンなどで読み取り、表示されるファイル
　をダウンロードしてください。
・一般的なフローチャートになります。個人の状況に応じて「申告が必要」、
　「申告した方がよい」、「申告しなくてよい」場合があります。

フローチャートはこちら

申告が必要か確認したい人はこちら

・運用開始は1月5日（月）を予定しています
・申告にはマイナンバーカードが必要です
・券面事項入力補助用パスワード（数字4桁）と署名用電子証明書用パスワード
　（英数字6～16桁）の入力が必要です
・申告受付完了などのお知らせを受信するメールアドレスが必要です

※添付書類がある人は事前にPDF などのデータファイルを準備してから開始
してください 住民税の申告について

住民税の電子申告が始まります

　新システムの入替にともない、還付となる確定申告と住民税申告について、今年は時間指定の「特別申告受
付相談日」を設けます。通常の申込方法とは異なるので、ご注意ください。

相 談 日 時　2月12日（木）　午前9時以降、30分ごとの時間指定予約制
会　　　　場　市役所本庁舎：201・202会議室、松井田庁舎・基幹集落センター
予約開始日時　1月20日（火）　午前10時～
予 約 方 法　右の二次元コードから予約してください（電話での予約はできません）
受 付 人 数　本庁舎：先着60人、松井田庁舎：先着30人
　　　　　　　（作成できる申告書は1枠につき1人分のみです。複数人分の申告はお受けできません）

※当日は予約した会場、時間にお越しください
※テスト印刷やシステム調整のため、時間が前後する場合があります
※13日以降の申告受付については、例年どおり番号札（当日券）を配布します

相談予約はこちら

2月12日（木）の特別申告受付相談日について


